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規

則

■群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
八
十
六
号

群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群

馬

県

財

務

規

則

（

平

成

三

年

群

馬

県

規

則

第

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
振
興
局
長
並
び
に
前
橋
行
政
県
税
事
務
所
長
、
伊
勢
崎
行
政
県
税
事
務

所
長
、
高
崎
行
政
県
税
事
務
所
長
及
び
太
田
行
政
県
税
事
務
所
長
の
項
中
「
前
橋
行
政
県
税
事
務
所

長
、
」
及
び
「
、
高
崎
行
政
県
税
事
務
所
長
」
を
削
り
、
「
太
田
行
政
県
税
事
務
所
長
」
を
「
館
林

行
政
県
税
事
務
所
長
」
に
改
め
、
「
及
び
地
域
政
策
費
」
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

振
興
局
長

イ

歳
出
予
算
の
流
用
（
地
域
振
興
調
整
費
及
び
地
域
公
共

事
業
調
整
費
に
係
る
同
一
事
業
内
の
各
節
の
間
の
流
用
で

千
万
円
以
上
の
も
の
並
び
に
重
要
及
び
異
例
な
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
六
条
中
第
六
項
を
削
り
、
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九

項
中
「
又
は
前
橋
行
政
県
税
事
務
所
長
、
伊
勢
崎
行
政
県
税
事
務
所
長
、
高
崎
行
政
県
税
事
務
所
長

及
び
太
田
行
政
県
税
事
務
所
長
」
及
び
「
又
は
第
六
項
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
総
務
部
長
又
は
会
計
局
長
若
し
く
は
会
計
管
理
者
」
を
「
又

は
総
務
部
長
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
前
橋
行
政
県
税
事
務
所
長
、
」
及
び
「
、
高
崎
行
政
県

税
事
務
所
長
」
を
削
り
、
「
太
田
行
政
県
税
事
務
所
長
」
を
「
館
林
行
政
県
税
事
務
所
長
」
に
改
め

る
。第

百
九
十
条
第
三
項
第
一
号
中
「
三
万
円
」
を
「
五
万
円
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
一
条
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
一
生
活
こ
ど
も
部
の
項
中
「
ぐ
ん
ま
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

群
馬
県
女
性
相
談
所
」

を
「
群
馬
県
女
性
相
談
所
」
に
改
め
、
同
表
産
業
経
済
部
の
項
中
「
群
馬
県
立
群
馬
産
業
技
術
セ
ン

タ
ー

群
馬
県
繊
維
工
業
試
験
場
」
を
「
群
馬
県
立
群
馬
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
「
群
馬

県
ぐ
ん
ま
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
表
教
育
委
員
会
の
項
中
「
桐
生
南
高
等
学
校

桐
生

西
高
等
学
校

桐
生
女
子
高
等
学
校
」
を
「
桐
生
清
桜
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
の
二
の
表
報
償
費
の
項
及
び
備
品
購
入
費
の
項
中
「
及
び
車
両
の
購
入
」
を
削
り
、

別
表
第
一
の
二
の
二
の
表
注
５
た
だ
し
書
中
「
車
両
（
予
算
編
成
に
お
い
て
財
政
課
長
へ
詳
細
な
仕

様
に
つ
い
て
個
別
協
議
を
し
て
予
算
に
計
上
し
た
公
用
車
を
除
く
。
）
の
購
入
及
び
」
を
削
る
。

別
表
第
一
の
三
注
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

専
決
区
分

合
議
区
分

執
行
区
分

副
知
事

部
長

課
長

財
政
課
長

支
出

報
酬

全
額

負
担

行
為

給
料

全
額

職
員
手
当
等

全
額

共
済
費

全
額

災
害
補
償
費

全
額

恩
給
及
び
退
職
年
金

全
額

報
償
費

全
額

旅
費

全
額

交
際
費

全
額

需
用
費

全
額

役
務
費

全
額

委
託

建
設
工
事
費

全
額

料

（
設
計
に
係

る
も
の
を
除

く
。
）

そ
の
他

全
額

使
用

土
地
・
建
物

全
額

料
及

び
賃

借
料

そ
の
他

全
額

工
事
請
負
費

全
額

原
材
料
費

全
額

公
有
財
産
購
入
費

全
額

備
品
購
入
費

全
額
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負
担

負
担
金
及
び

二
千
万
円
以

二
千
万
円
未

百
万
円
以
上

金
、

交
付
金

上

満

補
助

及
び

補
助
金

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

百
万
円
以
上

交
付

金扶
助
費

全
額

貸
付
金

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

千
万
円
以
上

補
償
、
補
塡
及
び
賠

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

全
額

償
金

償
還
金
、
利
子
及
び

全
額

割
引
料

投
資
及
び
出
資
金

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

全
額

積
立

決
算
剰
余
金

全
額

全
額

金

及
び
基
金
運

用
益
に
係
る

も
の

そ
の
他

一
億
円
以
上

一
億
円
未
満

千
万
円
未
満

全
額

寄
附
金

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

全
額

公
課
費

全
額

繰
出
金

全
額

全
額

支
出
命
令

全
額

別
表
第
一
の
三
注
二
中
「
並
び
に
会
計
管
理
課
長
、
会
計
局
長
及
び
会
計
管
理
者
」
を
削
り
、
同

表
中
注
五
を
削
り
、
注
六
を
注
五
と
す
る
。

別
表
第
一
の
四
予
備
費
の
充
当
計
画
の
項
中
「
の
充
当
計
画
」
を
「
支
出
計
画
書
の
作
成
」
に
、

「

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

を
」

「

千
万
円
以
上

千
万
円
未
満

に
改
め
る
。

」

別
表
第
二
地
域
機
関
等
の
項
中

「

生
活
こ
ど
も
部

ぐ
ん
ま
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

事
業
推
進
係
長

を

群
馬
県
女
性
相
談
所

次
長

」

「

生
活
こ
ど
も
部

群
馬
県
女
性
相
談
所

次
長

に
、

」

「

群
馬
県
立
群
馬
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

総
務
係
長

群
馬
県
繊
維
工
業
試
験
場

技
術
支
援
係
長

を

産
業
技
術
専
門
校

総
務
係
長

群
馬
県
ぐ
ん
ま
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー

総
合
情
報
係
長

」

「

群
馬
県
立
群
馬
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

総
務
係
長

技
術
支
援
係
長

に
、

産
業
技
術
専
門
校

総
務
係
長

」

「
総
務
担
当
職
員
」
を
「
総
務
係
長
」
に
、
「
総
務
用
地
係
長
」
を
「
総
務
担
当
職
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
二
需
用
費
の
項
第
三
号
中
「
を
受
け
る
た
め
の
修
理
に
要
す
る
経
費
」
を
「
に
係
る

経
費
（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
料
、
印
紙
代
及
び
重
量
税
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
表
役
務

費
の
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
手
数
料
（
代
行
手
数
料
そ
の
他
検
査
に
伴
う
手
数
料
を

含
む
。
）
」
を
「
に
係
る
経
費
（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
料
及
び
印
紙
代
を
含
む
。
）
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

生
活
保
護
法
第
二
十
九
条
に
基
づ
く
保
護
の
決
定
等
に
必
要
な
資
料
の
提
供
等
に
係
る
手

数
料

別
記
様
式
第
一
号
の
二
中
「認

印

」
の
次
に
「又

は
署
名

」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
一
号
の
三
、
別
記
様
式
第
三
号
、
別
記
様
式
第
四
十
号
、
別
記
様
式
第
四
十
三
号
、

別
記
様
式
第
四
十
五
号
、
別
記
様
式
第
六
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
六
十
三
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
六
十
四
号
中
「点

検
者
職

」
及
び
「
（

月
日

月
日

）氏
名

～

印

」
を
削
り
、
「受

領
印

」
を
「署

名

」
に
改
め
、

「上
記
の
と
お
り
勤
務
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

を

年
月

日
所
属
長
職
氏
名

印

」

削
る
。

「資
金
前
渡
職
員
職
氏
名

「資
金
前

印

別
記
様
式
第
八
十
号
中

を

同
行
者
職
氏
名

（支
払
金
額
３
０
万
円
以
上
の
場
合

）

同
行
者

印

」

渡
職
員
氏
名
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に
改
め
る
。

氏
名

（支
払
金
額
３
０
万
円
以
上
の
場
合

）
」

別
記
様
式
第
八
十
五
号
及
び
別
記
様
式
第
百
四
十
九
号
か
ら
別
記
様
式
第
百
五
十
一
号
ま
で
の
規

定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
百
六
十
三
号
中
「印

」
、
「生

年
月
日

年
月

日

」
及
び
「性

別

」
を

削
る
。

「収
入

「収
入

別
記
様
式
第
百
八
十
号
中

を

に
改
め
る
。

証
紙

」

印
紙

」

別
記
様
式
第
百
八
十
八
号
及
び
別
記
様
式
第
百
九
十
号
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

■
群
馬
県
訓
令
甲
第
五
号

県

庁

地
域
機
関

専
門
機
関

群
馬
県
庁
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
庁
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
庁
議
規
程
（
平
成
四
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
県
土
整
備
部
長
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推

進
監
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
財
政
課
長
、
メ
デ
ィ
ア
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
長
」
を
「
メ
デ
ィ

ア
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
長
及
び
財
政
課
長
」
に
改
め
、
「
、
前
橋
行
政
県
税
事
務
所
長
、
伊
勢
崎
行

政
県
税
事
務
所
長
、
高
崎
行
政
県
税
事
務
所
長
及
び
太
田
行
政
県
税
事
務
所
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
訓
令
甲
第
六
号

県

庁

地
域
機
関

専
門
機
関

群
馬
県
副
知
事
の
担
当
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
副
知
事
の
担
当
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
副
知
事
の
担
当
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
共
管
事
務
の
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

議
会
訓
令

■
群
馬
県
議
会
訓
令
甲
第
三
号

議
会
事
務
局

群
馬
県
議
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
議
会
議
長

萩

原

渉

群
馬
県
議
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
議
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
群
馬
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
総
務
課
の
項
中
「
総
務
係
」
を
「
総
務
・
Ｄ
Ｘ
推
進
係
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
総
務
課
の
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
取
組
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
議
会
訓
令
甲
第
四
号

議
会
事
務
局

群
馬
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
議
会
議
長

萩

原

渉

群
馬
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
群
馬
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
五
号
中
「印

」
を
削
る
。

「担
当
者

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１４号）
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別
記
様
式
第
九
号
中

を
「担

当
者
名

」
に
改
め
る
。

確
認
印

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

災
害
対
策
本
部
規
程

■
群
馬
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
長

山

本

一

太

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
災
害
対
策
本

部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
部
の
長
」
の
下
に
「
、
同
規
則
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
監
」
を
加
え
、
「
同
規
則
第
十
九
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四

項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
四
項
中
「
前
橋
地
方
部
、
伊
勢
崎
地
方
部
、
高
崎
地
方
部
及
び
太
田
地
方
部
」
を
「
伊

勢
崎
地
方
部
及
び
館
林
地
方
部
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
の
部
健
康
福
祉
総
務
班
の
項
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を

第
五
号
と
し
、
同
部
医
療
・
防
疫
班
の
項
第
六
号
中
「
後
方
支
援
病
院
」
を
「
後
方
支
援
医
療
機

関
」
に
改
め
、
同
部
要
配
慮
者
対
策
班
の
項
第
二
号
中
「
援
護
」
を
「
支
援
」
に
改
め
、
同
項
に
次

の
二
号
を
加
え
る
。

三

災
害
福
祉
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
災
害
時
に
お
け
る
要
配
慮
者
へ
の
支
援
に
つ
い
て
協
議
し
、

及
び
実
施
す
る
た
め
の
体
制
を
い
う
。
）
の
事
務
局
と
の
連
絡
調
整
（
ぐ
ん
ま
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｔ
の
派

遣
調
整
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

四

他
の
都
道
府
県
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
要
請
に
関
す
る
こ
と
。

「
知
事
戦
略
部
長

別
表
第
二
知
事
戦
略
部
の
部
中
「
知
事
戦
略
部
長
」
を

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ

に
改
め
、
同
部
知
事
戦
略
部
長
の
款
知
事
戦
略
総
務
班
の
項
中
「
地
域
外
交
課
長
」
を

ン
推
進
監
」

「
秘
書
課
長

に
改
め
、
同
款
広
報
班
の
項
中
「
秘
書
課
長
」
を
削
り
、
同
表
健
康
福
祉
部
の

地
域
外
交
課
長
」

「
感
染
症
・
が
ん
疾
病
対
策

部
健
康
福
祉
部
長
の
款
医
療
・
防
疫
班
の
項
中
「
保
健
予
防
課
長
」
を

健
康
長
寿
社
会
づ
く
り
推

課
長

「
健
康
福
祉
課
長

に
改
め
、
同
款
要
配
慮
者
対
策
班
の
項
中
「
健
康
福
祉
課
長
」
を

進
課
長
」

健
康
長
寿
社
会
づ
く

に
改
め
、
同
表
県
土
整
備
部
の
部
県
土
整
備
部
長
の
款
県
土
整
備
応
援
班
の
項
中

り
推
進
課
長
」

「
特
定
ダ
ム
対
策
課
長
」
を
削
る
。

別
表
第
二
の
二
総
括
調
整
担
当
の
項
中
「
計
画
調
整
係
長
」
を
「
計
画
推
進
係
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
前
橋
地
方
部
の
項
中
「
前
橋
行
政
県
税
事
務
所
」
を
「
中
部
振
興
局
」
に
改
め
、
同
表

高
崎
地
方
部
の
項
中
「
高
崎
行
政
県
税
事
務
所
」
を
「
高
崎
安
中
振
興
局
」
に
改
め
、
同
表
太
田
地

方
部
の
項
中
「
太
田
行
政
県
税
事
務
所
」
を
「
東
部
振
興
局
」
に
改
め
、
同
表
館
林
地
方
部
の
項
中

「
邑
楽
館
林
振
興
局
」
を
「
館
林
行
政
県
税
事
務
所
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
民
保
護
対
策
本
部
規
程

■

緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
規
程

■
群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
規
程
第
一
号

群
馬
県
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
規
程
第
一
号

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
長

山

本

一

太

群
馬
県
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
長

山

本

一

太

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
八
年
群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
規
程
第
一
号
及
び
平
成
十
八
年
群
馬
県
緊
急
対
処
事
態

対
策
本
部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
部
の
長
」
の
下
に
「
、
同
規
則
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
監
」
を
加
え
、
「
同
規
則
第
十
九
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四

項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
前
橋
地
方
部
、
伊
勢
崎
地
方
部
、
高
崎
地
方
部
及
び
太
田
地
方
部
」
を
「
伊

勢
崎
地
方
部
及
び
館
林
地
方
部
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
の
部
医
療
・
防
疫
班
の
項
第
六
号
中
「
後
方
支
援
病
院
」
を
「
後
方
支
援

医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
部
避
難
行
動
要
支
援
者
対
策
班
の
項
中
「
避
難
行
動
要
支
援
者
対
策
班
」

を
「
要
配
慮
者
対
策
班
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
避
難
行
動
要
支
援
者
」
を
「
要

配
慮
者
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
部
の
所
管
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同

項
第
三
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
部
の
所
管
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

「
知
事
戦
略
部
長

別
表
第
二
知
事
戦
略
部
の
部
中
「
知
事
戦
略
部
長
」
を

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ

に
改
め
、
同
部
知
事
戦
略
部
長
の
款
知
事
戦
略
総
務
班
の
項
中
「
地
域
外
交
課
長
」
を

ン
推
進
監
」

「
秘
書
課
長

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１４号）
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に
改
め
、
同
款
広
報
班
の
項
中
「
秘
書
課
長
」
を
削
り
、
同
表
健
康
福
祉
部
の

地
域
外
交
課
長
」

「
感
染
症
・
が
ん
疾
病
対
策

部
健
康
福
祉
部
長
の
款
医
療
・
防
疫
班
の
項
中
「
保
健
予
防
課
長
」
を

健
康
長
寿
社
会
づ
く
り
推

課
長

に
改
め
、
同
款
避
難
行
動
要
支
援
者
対
策
班
の
項
中
「
避
難
行
動
要
支
援
者
対
策
班
」
を

進
課
長
」

「
健
康
福
祉
課
長

「
要
配
慮
者
対
策
班
」
に
、
「
健
康
福
祉
課
長
」
を

に
改
め
、

健
康
長
寿
社
会
づ
く
り
推
進
課
長
」

同
表
県
土
整
備
部
の
部
県
土
整
備
部
長
の
款
県
土
整
備
応
援
班
の
項
中
「
特
定
ダ
ム
対
策
課
長
」
を

削
る
。

別
表
第
二
の
二
総
括
調
整
担
当
の
項
中
「
計
画
調
整
係
長
」
を
「
計
画
推
進
係
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
前
橋
地
方
部
の
項
中
「
前
橋
行
政
県
税
事
務
所
」
を
「
中
部
振
興
局
」
に
改
め
、
同
表

高
崎
地
方
部
の
項
中
「
高
崎
行
政
県
税
事
務
所
」
を
「
高
崎
安
中
振
興
局
」
に
改
め
、
同
表
太
田
地

方
部
の
項
中
「
太
田
行
政
県
税
事
務
所
」
を
「
東
部
振
興
局
」
に
改
め
、
同
表
館
林
地
方
部
の
項
中

「
邑
楽
館
林
振
興
局
」
を
「
館
林
行
政
県
税
事
務
所
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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